
ビジネスとやまフォーラム事業業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的・趣旨 

本業務は、本県の産業振興および企業誘致の推進を図るため、県内の投資環境や支援制度の

魅力を効果的に発信し、県外企業等との接点を創出するイベント「ビジネスとやまフォーラム

～リアル×オンラインで知る最新の投資環境～」を円滑かつ効果的に実施することを目的とす

る。 

  イベントの広報・運営等を専門的知見を有する事業者へ委託することで、参加企業のニーズ

に即した情報提供および双方向コミュニケーションの機会を確保し、もって富山県への企業立

地の促進につなげるものとする。 

 

２ 委託業務 

 （１）委託業務名     

ビジネスとやまフォーラム事業 

 （２）業務内容      

別紙 ビジネスとやまフォーラム事業業務委託仕様書のとおり 

 （３）委託期間 

    契約締結の日から令和８年７月 31日（金）まで 

 （４）委託費上限額 

    金 2,000千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

※本業務の契約締結に係る上限額であり、予定価格はこの範囲内で別途算定する。 

   ※本プロポーザルは、富山県及び県内市町村の令和８年度当初予算成立を前提とした年  

度開始前の事前準備手続きであり、予算成立後に効力を生じる業務のため、富山県及び県

内市町村議会において当初予算が否決された場合は、委託契約は締結しないものとする。 

    なお、契約しなかった場合においても、プロポーザル参加事業者が本業務を実施する 

ために支出した費用（準備行為も含む）、提供した知見の対価等は一切補償しない。 

 

 

３ 応募資格 

  本プロポーザルに参加できる者は、次の要件を全て満たしていること。 

（１）提案内容を確実に遂行できる体制を有し、優れた企画能力を有すること。 

（２）対面又はオンラインにより行う打合せに、常時参加できる体制を整えていること。 

（３）プロポーザルへの参加に必要な諸手続きに遺漏がないこと。 

（４）宗教団体や政治活動を主たる活動の目的としていないこと。 

（５）本プロポーザルの公募開始の日から契約締結の日までの間、富山県の指名停止又は指名

保留の措置期間中でない者であること。 

（６）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しない者である

こと。 

（７）国税及び地方税を滞納していない者であること。 

（８）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続開始の申し立て、会社更

生法（平成 14年法律第 154 号）の規定による更正手続開始の申し立て、または破産法（平

成16年法律第75号）の規定による破産手続開始の申し立てが行われている者ではないこと。 

（９）次のいずれにも該当しない者であること。 

   ア 取締役等（個人の場合はその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しく



は常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する

暴力団員をいう。以下同じ。）であると認められる者 

   イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者 

   ウ 取締役等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用した等と認められる者 

   エ 取締役等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接

的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与したと認められる者 

   オ 取締役等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られる者 

   カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当する

ことを知りながら、当該者と契約を締結したと認められる者 

 

４ 参加手続き 

 （１）スケジュール 

県 HP公開              ：令和８年３月 13日（金） 

参加申込・質問締切         ：令和８年３月 19日（木）17時 

企画提案書等締切          ：令和８年３月 27日（金）17時 

採択者決定予定日          ：令和８年３月下旬～４月上旬 

契約締結予定日           ：令和８年３月下旬～４月上旬 

 

（２）提出書類・提出期限等 

   ア 参加申込 

     ３月 19日（木）までに参加申込書（様式第１号）を提出すること。 

イ 質問 

プロポーザルに関する質問は、質問書（様式第２号）により、３月 19日（木）17時ま

で受け付ける。質問は E-mail によるものとし、電話及び口頭による質問は受け付けな

い。質問に対する回答は、３月 23 日（月）17 時までに県ホームページ（「公募型プロ

ポーザル」ページ）に掲載する。 

ウ 企画提案書等 

次の①～⑥の資料のデータを、令和８年３月 27 日（金）17 時までに E-mail で送付す

ること。 

①提案書（様式第３号） 

②企画提案書（任意様式） 

    ・別紙ビジネスとやまフォーラム事業業務委託仕様書を参照の上、提案すること。なお、

本事業の目的、趣旨に沿った提案であり、委託額の上限の範囲内であれば、独自企画と

して実施項目を追加して差し支えない。 

③経費見積書（任意様式） 

④実施体制（任意様式）                        

    ⑤業務実績（任意様式） 

    ⑥その他、参考となる資料（任意様式） 

 

５ 審査方法、審査基準等  



 （１) 審査方法 

   企画提案書による書面審査により委託候補者を決定する。 

（２）審査基準 

   ア 企画提案内容 

イ 実施・運営体制、業務遂行能力 

ウ スケジュール 

エ 見積価格、積算内訳 

（３）審査結果通知 

  審査結果は、参加者に書面で通知するとともに、契約候補者の名称等を富山県ウェブサイ 

トの「公募型プロポーザル」ページで公表する。 

  なお、審査結果に関する質問については回答しない。 

   (４) 失格事項 

   応募者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

ア 参加資格要件に定めた資格が備わっていないとき。 

イ 提出書類に虚偽又は不正があったとき。 

ウ 提案書等受付期限までに所定の書類が整わなかったとき。 

エ そのほか不正な行為があったとき。 

 

６ 契約手続き等 

  とやま企業立地セミナー開催実行委員会と契約候補者は委託業務に係る仕様書を協議し、確

定させた上で委託契約を締結する。仕様書の内容は、契約候補者がプロポーザル提案した内容

が基本となるが、とやま企業立地セミナー開催実行委員会と契約候補者との協議により最終的

に決定する。 

  なお、協議が整わない場合、５の審査結果において次点の者と協議することとなる。 

 

７ その他留意事項 

（１）提出する案は、参加者１者につき１案とする。 

（２）プロポーザル参加に要する費用は、すべて参加者負担とする。また、提出書類等は返却

しない。 

（３）委託料には、受託者の旅費や必要となる郵送費等の一切の付帯費用を含むものとする。 

（４）本プロポーザルは、都合により中止することがある。 

（５）委託業務の趣旨に沿った効果的な提案であれば、仕様書に記載のない事項についても、

新たな提案を妨げるものではない。 

 

８ 提出先・問い合わせ先 

  とやま企業立地セミナー開催実行委員会 

  （富山県商工労働部成長産業推進室立地通商課企業誘致担当） 

  〒930-8501 富山市新総曲輪 1-7 

ＴＥＬ：０７６－４４４－３２４４ 

  Ｅ－mail：arichitsusho@pref.toyama.lg.jp 


